
 【令和８年１月～】 収入証紙廃止後の手数料の支払いについて 

（消防設備士免状関係） 

 

山梨県収入証紙の販売終了に伴い、令和８年１月から消防設備士免状の交付・書換え・再交付の申請にかか

る手数料の支払い方法は、窓口収納に変更されます。 

 

手続きの流れ 

① 支払いに必要な「納付連絡票」（バーコード）を入手してください。 

※本チラシ裏面などに表示 

② 「納付連絡票」を収納窓口に持参し、手数料を支払い、「納付済証」を受け取ってください。 

※納付連絡票の該当する手数料のチェック欄に☑を入れ、収納窓口に提示してください。（チェック欄がない場合は不要） 

※領収証の交付を希望する場合は、必ず現金での納付としてください。 

③ 申請書に「納付済証」を貼付し、申請窓口（消防試験研究センター山梨県支部）に提出してください。 

※必ず＜納付済証＞の表示を確認してください。（「納付済証」は収入証紙に代わる大切な書類です。再交付はできません） 

 

収納窓口（専用レジ）の設置場所  以下の窓口でお支払い手続きをしてください。 

 

 

   お問い合わせ先等 

【申請窓口】（申請手続きについてのお問い合わせ先）（県外在住など窓口納付が難しい場合はご相談ください） 

一般財団法人 消防試験研究センター山梨県支部 （ＴＥＬ：０５５－２５３－００９９） 

（申請書送付先:〒４００－００２６ 甲府市塩部 2-2-15 湯村自動車学校敷地内） 

【当手数料に関してのお問合せ先】 

山梨県 防災局 消防保安課 （TEL:０５５－２２３－１４３４） 

【収入証紙の廃止、未使用証紙の払戻し、誤納手数料の還付、納付方法など手数料制度全般に関してのお問合せ先】 

山梨県 出納局会計課 （TEL:０５５－２２３－１３０８） 

 



（表面のR8.1～「手続きの流れ」を確認の上、ご利用ください）

納付連絡票　（消防設備士免状関係）

ﾁｪｯｸ欄

□ 　納付連絡票　①

ﾁｪｯｸ欄

□ 　納付連絡票　②

金額 ¥2,900 金額 ¥700

略称：消設免状交付手数料 略称：消設免状書換（氏名等）

ﾁｪｯｸ欄

□ 　納付連絡票　③

ﾁｪｯｸ欄

□ 　納付連絡票　④

金額 ¥1,600 金額 ¥1,900

略称：消設免状書換（写真） 略称：消設免状再交付手数料

 　※　該当する手数料（バーコード）のチェック欄に☑を入れ、窓口に提示して手数料を支払ってください。

　※　チェック☑は1箇所のみとしてください。　（チラシ1枚につき１件の納付の取扱いになります）

　　・写真書換と氏名本籍等の書換を同時に申請する場合には、納付連絡票③に☑を入れ1,600円を納付してください。

　　・再交付と氏名・本籍等の書換を同時に申請する場合には、納付連絡票④に☑を入れ1,900円を納付してください。

【領収書について】

※キャッシュレス決済の場合、領収書を発行することができません。

    領収書の発行を希望される場合は、現金による納付をお願いします。　

　　（キャッシュレスの場合は利用明細書の発行となります）
　　　　　（納付済証見本）

【納付済証について】

※申請書には、収入証紙の代わりに「納付済証」を貼付ください。

　 必ず、上部の＜納付済証＞の表記があるものを使用してください。

※「納付済証」は収入証紙に代わる大切な書類です。

　　再交付はできませんのでご注意ください。

消防設備士

免状交付手数料
消防設備士免状

書換え手数料（氏名、本籍等一般）

消防設備士免状

書換え手数料（写真）
消防設備士免状

再交付手数料


